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【B】HVバッテリーユニット(リチウムイオン電池)

1． はじめに

HVバッテリーユニッ ト は、ト ヨ タハイブ リ ッ ド自動車の駆動用バッテリーと して使用されたものです。
HVバッテリーユニット内には リ チウムイオン電池、 コ ン ピ ュータ等を格納し ています。
こ のHVバッ テ リ ーユニ ッ ト の内部は高電圧であ り 、 また重量物ですので、本書を熟読の上、
安全な作業を行って く だ さ い。

使用済みHVバッテリーユニットの安全な回収にご協力を

(1) 事故車、 水没車などではHVバッテ リーユニッ ト に変形、 漏電、 漏液が発生している可能性があ り
ます。

そのよ う な車両からHVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト を取 り はずす際は感電、漏液に対し て必要な保護具を
装備するなど、 安全確保のために十分ご注意 く だ さ い。 また、 運搬について も そのままの状態で
は運搬できません。
いずれの場合も ト ヨ タHV引取受付セン ター(TEL.  ０１２０ - ３９ - ８１２０)までご連絡 く だ さ い。

(2) サービスプラググ リ ップを必ず引き抜いて く ださい。 (詳細はP.212ご参照)

まず最初に、 取 り はず し作業を行う 前に、 必ずサービ スプ ラググ リ ッ プを引き抜いて く だ さ い。
サービ スプ ラググ リ ッ プを抜かずに高電圧部位の解体、 高電圧の配線(オレ ン ジ色)およびその コ
ネ ク ターの取 り はず し、 分解、 切断などは生命にかかわる よ う な重大な傷害を引き起こす恐れが
あ り 、 大変危険ですので、 絶対に行わないで く だ さ い。

(3) リ チウムイオン電池は消防法における危険物の扱い、 および船舶安全法による安全確保のための
専用容器への梱包が求められてます。

電解液は炭酸エステルを主と する消防法の危険物第4類第2石油類に該当し ます。 また、 船舶安全
法では リ チ ウムイオン電池はClass9に分類され、 海上輸送時には専用の梱包容器への梱包が必要
にな り ますので、 適切な対応をお願い し ます。

(4) 転売 ・ 譲渡 ・ 改造等を しないで く ださい。

HVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト は適切に回収されずに第三者が高電圧部位等に触れた場合、 感電事故な
どが発生する恐れがあ り 大変危険です。
廃車よ り 取 り はず されたHVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト は安全上の事故防止のため、速やかな回収を行っ
ていますので、 回収にご協力 く だ さ い。

適切に回収されず、 事故が起こ る場合と し て、 次のよ う な こ と が想定されます。

1) 適切に回収されず、不法投棄または放置され、第三者が高電圧部位に触れて し まい、感電事故
が発生する。

2) 用途(専用のハイブ リ ッ ド 車)以外で HVバッテ リ ーユニッ ト を使用(改造等を含む) し、 感電事故、
発熱 ・ 発煙 ・ 発火 ・ 爆発事故、 炭酸エステルを主と する有機電解液漏出事故等が発生し、 人体
に重大な危害や周辺の物に損害を加え る。

特に、 転売 ・ 譲渡等を行います と、 相手方で これら の危険性が認識されず、 事故につなが り 易 く
な り ます。
車両からHVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト を取 り はず し た後は、速やかに ト ヨ タHV引取受付セン ターまでご
連絡をいただき、 回収にご協力 く だ さ い。

ト ヨ タ 自動車(株)で は転売・譲渡等に よ る専用車両以外への HVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト 使用(改造等を
含む)に よ る事故 ・ 損害等に つ い ては責任を負いかねます。
転売 ・ 譲渡等の結果、 事故防止を目的と する使用環境の制限、 使用条件の制限、 設置据付条件の制限、
使用前準備の制限、使用者の制限、予測される誤使用の禁止、 保守・点検、異常時の処置等についての
告知が されない こ と によ り 、その後の使用者等において危険性が認識されず、事故につながる恐れがあ
り ますので、転売・譲渡等は行わないで く だ さ い。 事故が起こ っ た場合、転売・譲渡等を行った事業者
等の責任が問われる可能性があ り ます。
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2．HVバッテ リ ーユニッ ト (リ チウムイオン電池)の回収・リサイ クルシステム概要

(1) HVバッ テ リ ーユニ ッ ト は、 下図のよ う な流れで引き取られ、 リ サイ クルされます。

(2) なお、 HVバッ テ リ ーユニ ッ ト を搭載し たまま車両の ソ フ ト プ レ ス等を行 う と、 発火 ・ 発
煙などの恐れがあ り ますので、 必ず取 り はず し をお願い し ます。

①→⑤の順序でHVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト は回収されます。

① 解体事業者様よ り WEBでHVバ ッ テ リ ーの引取依頼を受付け

② 引取依頼受付後、 ト ヨ タ HV 引取受付セン ターから解体事業者様へ必要書類を メ ール
にて送信

③ ト ヨ タHV引取受付セン ターよ り 回収事業者へHVバ ッ テ リ ーの引取依頼を連絡

④ 後日、回収事業者よ り 解体事業者様へHVバッ テ リ ーの引取日時の確認を電話にて実施

⑤ HVバッ テ リ ーを回収事業者へ引渡し

ホームページア ド レ ス

http://www.hv-recycle.jp/(24時間受付)

解体事業者＜HVバッ テ リ ーユニッ ト 取りはずし＞

ト ヨ タHV引取受付センター

①HVバ ッ テ リ ー引取依頼
(WEB入力)

･解体事業者情報
･HVバ ッ テ リ ー情報
･電池の種類
･電池の変形、 漏液の有無

②必要書類を メ ール
で送信

③引取依頼の連絡

④引取日時の確認TEL ⑤HVバッテリ ーを引渡し

回収事業者
＜HVバッ テ リ ーの引取り＞
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(3) 解体事業者様の具体的な作業は以下の と お り お願い し ます。

1) HVバッ テ リ ーユニ ッ ト の取 り はず し ・ 保管
(P.212以降の｢留意点 ・ 取 り はず し方法｣を必ずお読み く だ さ い。 )

2) ホームページからHVバッテ リ ー引取依頼入力画面に入り 、必要事項を入力して く ださい。 

(注)イ ン ターネ ッ ト への接続環境が無い場合は電話でご連絡 く だ さ い。 (次頁参照)

3) 引取依頼後、 ト ヨ タHV引取受付セン ターよ り 、 必要書類を メ ール(添付フ ァ イル)にて
お送 り し ます。

4) 後日、回収事業者が伺いま し たら、メールにて送付された「 HVバッテ リ ー引取依頼票(事
業者控－A票－)｣を回収事業者に提示し検収印を受領し て く だ さ い。 また、 その際に
取 り はず し手数料を受け取って く だ さ い。
※領収書の発行等をお願いいた し ます。

(領収書の発行等が無い場合、 取 り はず し手数料はお支払い致し かねます。 )

5) 引渡先に関する注意
解体事業者様が、 ト ヨ タHV引取受付セン ターに連絡する こ と な く 、独自に運送事業者
に引き渡し た場合は、 すべての必要費用は解体事業者様のご負担と な り ますので、 ご
注意 く だ さ い。

6) HVバッ テ リ ーユニ ッ ト の所有権
HVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト の所有権は、 解体事業者様が、 回収事業者に引き渡 し た時点
で、 解体事業者様から移転する も の と し ます。

7) HVバッ テ リ ーユニ ッ ト の梱包方法
・ HVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト 内部に水、異物等が入ら ないよ う に、送風口周辺(コ ン ピ ュー

タユニ ッ ト 部)を ビ ニールシー ト 、 ガムテープ等で カバー し て く だ さ い。
・ ｢サービ スプ ラグ取外し済｣と ガムテープ等に明記し、 回収事業者が確認で き る よ う

貼 り 付けて く だ さ い。

ホームページア ド レ ス

http://www.hv-recycle.jp/(24時間受付)

HVバッ テ リーユニッ ト 取りはずし手数料 ：

2,500円/個 (消費税込み 2011年11月現在)

※金額は予告な く 変更する場合があ り ますので、 ご了承願います。

リ チウムイオン電池は消防法における危険物の扱い、および船舶安全法による安全確保の

ための専用容器への梱包が求められてます。

HVバッ テ リ ーユニ ッ ト の梱包方法については、 ト ヨ タHV引取受付センターよ り必要書類

と と もにご送付 ・ ご案内いたします。
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＜イ ン ターネ ッ ト への接続環境が無い場合の引取依頼方法＞

1) ト ヨ タHV引取受付セン ターにお電話 く だ さ い。
その際に、 HVバッ テ リ ーユニ ッ ト の状態(破損等)をお知らせ く だ さ い。

TEL.  ０１２０ - ３９ 
サンキュー

- ８１２０
ハイブリッド

　FAX. ０５６５ - ２４ - ０８２４

受付時間 ： 9:00～12:00 　 13:30～17:00(土日祝日等を除 く )

2) ト ヨ タ HV引取受付セン ターよ り 、 「HVバ ッ テ リ ー引取依頼票(事業者記入用)」 をFAX
にてお送 り し ますので、 必要事項を記入後、 FAXにてご返送 く だ さ い。

3) ト ヨ タHV引取受付セン ターよ り 必要書類をFAXにてお送 り し ます。

4) 後日、回収事業者が伺いま し た ら、FAXにて送付された 「 HVバッ テ リ ー引取依頼票(事
業者控－A票－)｣を回収事業者に提示し検収印を受領し て く だ さ い。 また、 その際に
取 り はず し手数料を受け取って く だ さ い。
※領収書の発行等をお願いいた し ます。

(領収書の発行等が無い場合、 取 り はず し手数料はお支払い致し かねます。 )

リ チウムイオン電池は消防法における危険物の扱い、および船舶安全法による安全確保の

ための専用容器への梱包が求められてます。

HVバッ テ リ ーユニ ッ ト の梱包方法については、 ト ヨ タHV引取受付センターよ り必要書類

と と もにご送付 ・ ご案内いたします。
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3． HVバッ テ リーユニッ ト (リ チウムイオン電池)の取扱い上の留意点

■正しい取扱いを しないと、 生命にかかわるよ う な重大な傷害を受ける恐れ
があ り ますので、 正しい作業を行って く ださい。

(1) 作業時は、 “高電圧作業中である こ と” を周囲の人に注意喚起する ため、 ｢高電圧作業
中 触るな!｣の標示を行って く だ さ い。 (P.215を コ ピー し てご活用 く だ さ い。 )

(2) 作業時は必ず絶縁手袋を着用する。 絶縁手袋は使用前に、 ひび割れ、 破れその他損傷
がない こ と を確認する。
絶縁手袋は、 耐電圧 ・ 耐久性が保証された も のを常に安全な状態でご使用 く だ さ い。

＜絶縁手袋損傷の確認方法＞

(3) 作業時はシ ャープペン シルやスケール等、 落下し てシ ョ ー ト する恐れのある金属製品
を身に着けない。

(4) 高電圧回路のケーブル類(オレ ンジ色)や高電圧に関わる部品(高電圧の コーシ ョ ン ラベ
ル貼 り 付け)には不用意に触らない。

(5) 最初にサービ スプラググ リ ッ プを必ず抜 く 。
サービ スプ ラググ リ ッ プを抜いてから、 高電圧ケーブルの コ ネ ク ターや端子部に触れ
る までに10分以上待つ。
取 り はず し たサービ スプ ラググ リ ッ プは、 作業中に他の作業者が誤って取 り 付ける こ
と がないよ う に、 ポケ ッ ト に入れる等、 携帯する。

(6) 高電圧ケーブル類(オレ ンジ色)は、 絶対に切断し ない。

(7) 絶縁被覆のない高電圧端子に触れる と きは、 テス ターで電圧が0Vである こ と を確認す
る。

(8) 破損させる よ う な衝撃を与えない。
(車載のままプ レ ス ・ フ ォーク リ フ ト 等によ る突き刺し ・ 高所から の落下等)

(9) HVバッ テ リ ーユニ ッ ト を不必要に傾けない。

(10) 取 り はず し後のバ ッ テ リ ー側端子は、絶縁手袋を着用し、絶縁テープを貼 り 絶縁する。

(11) 取 り はず し後のHVバッ テ リ ーユニ ッ ト の上に物を置かない。

(12) 本マニュアルの取 り はず し方法に記載し た事項以外のHVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト の分解
は絶対に し ない。

(13) 取 り はず し たHVバッ テ リ ーユニ ッ ト は火に近づけた り 、 加熱し た り し ない。

(14) 取 り はず し たHVバッ テ リ ーユニ ッ ト は雨水にぬれないよ う、 車両に搭載されていた姿
勢で保管する。 サービ スプ ラググ リ ッ プは、 抜いた後は再取 り 付け し ない。

サービ スプ ラググ リ ッ プ取 り はず し後の高電圧端子部の電圧が 0V である こ と が確認でき
ない等、 異常があっ た場合、 その他ご不明の点は、 ただ ち に ト ヨ タ HV 引取受付セン ター
(TEL.  ０１２０ - ３９ - ８１２０)までご連絡 く だ さ い。
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■事故車又は HVバッ テ リ ーユニッ ト 付近に液漏れの可能性がある場合、速や
かに ト ヨ タHV引取受付センター(TEL.  ０１２０ - ３９ - ８１２０)に連絡し、取
扱いについての指示を受けて く ださい。

■事故等によ り HVバッ テ リ ーユニッ ト が破損した車両で、 ユニッ ト 付近に液
漏れがある場合、 以下の準備を行って く ださい。

電解液は消防法における危険物第4類第2石油類に該当する、無色透明の炭酸エステルを
主と する有機溶剤ですので、 ただ ち に火気から遠ざけて く だ さ い。
漏出し た電解液の蒸気を吸入する と、 鼻、 のど に刺激がある場合がある。
HVバッ テ リ ーユニ ッ ト 付近で液漏れが確認された場合にはゴム手袋、 保護メ ガネ、 有機
溶剤用マス ク を着用の上、 青色 リ ト マス試験紙を漏れた液につけ、 赤色に変色し た場合
は電解液が漏れていますので ウ エス等で拭き取って く だ さ い。
・ 青色 リ ト マス試験紙は薬局等で購入し て く だ さ い。

＜留意事項＞
・ これら の作業は屋外では風上側から、 屋内の場合は換気が十分な場所で行う 。
・ 蒸気を吸入し た場合、 気分が悪 く なる場合があ り ます。 その際には空気の新鮮な場所

に移動し医師の診断を受け る こ と。
・ 電解液が皮膚に触れた場合、 ただ ち に布にて素早 く 拭き取 り 、 多量の水および石鹸ま

たは皮膚用の洗剤を使用し て十分に洗い落と すこ と。 また、 付着し た衣類はただ ち に
脱ぐ。 外観に変化が見られた り 、 刺激痛があ る場合は医師の診断を受け る。

・ 万一、 目に入った と きは大声で救援を求め、 目を こすら ずにただ ち に多量の清浄な流
水で15分以上洗い （まぶたの裏まで洗 う こ と） 、 速やかに医師の診断を受け る。

・ 万一、 電解液が口に入った場合は無理に吐かせず、 速やかに医師の診断を受け る。
・ 使用し た ウ エス等は 2 枚重ねの ビ ニール袋に入れ密閉し たのち、 産業廃棄物と し て適

切に処置する。
・ 絶縁手袋に電解液がついた場合は多量の水で洗い、 次回使用前にはひび割れ、 破れ、

その他損傷がない こ と を確認する。
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■ハイブ リ ッ ド車には強力な磁石が用いられている部品があ り、 電子機器に
大きな影響を与える恐れがあ り ますので、作業時は十分注意して く ださい。

ペース メ ーカー等、 電子医療機器を装着 し てい る方は絶対に作業を行わないで く だ さ
い。
キャ ッ シ ュ カー ド 、 プ リ ペイ ド カー ド 等、 磁力の影響を受け故障する恐れのある磁気記
録媒体を身に着けないで く だ さ い。

■HVバッ テ リ ーユニッ ト 付近に万一火災が生じた場合

消火器(油火災 ： ガ ソ リ ン、 石油、 油など によ る火災、 および電気火災 ： 電気配線、 電気
機器など によ る火災に有効な消火器)で消火し て く だ さ い。
初期消火については、 少量の水によ る消火はかえ って危険な場合があるため、 水をかけ
る場合は消火栓などから多量に放水するか、 消防隊の到着をま って く だ さ い。

HVバッ テ リ ーユニ ッ ト の取 り はず し において、 労働安全衛生法第59条な ら びに労働安全衛生規則

第36条に基づ く 、 安全又は衛生のために必要な事項についての教育(電気の安全に必要な基礎知識

等)を行 う 場合は、 当該教育に必要なテキス ト を用意し てお り ますので、 240円切手(2011年11月現

在)を同封の う え、 郵送にて下記までお申し込み く だ さ い。

豊通 リ サイ クル(株)

〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-29-32

TEL. (0467) 70-7461
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4．HVバッテ リーユニッ ト (リチウムイオン電池)の引取り をお断りする場合の事例

HVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト は高電圧を伴 う 自動車部品のため、 本マニュアルに従っ た適切な取
扱いが必要です。 不適切な取扱いに よ っ て損傷等を生じ たHVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト は非常に
危険な状態と な り 、 回収時等の事故発生の原因に も な り ますので通常の方法ではお引取 り
できません。 以下にそのよ う な場合の事例を示し ます。

・ サービ スプ ラググ リ ッ プを取 り はず し ていない も の

・ 高電圧回路のケーブル類(オレ ン ジ色)を切断し た も の

・ ニブ ラ等重機を用いてHVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト を取 り はず し たため、 ユニ ッ ト が破損、 変
形し た も の

・ バッ テ リ ーケースを取 り はず し た も の

・ 屋外に長期間放置されて損傷が激し い も の

その他特別な対応が必要と思われる状態のHVバ ッ テ リ ーユニ ッ ト の取扱いにつき ま し ては
個別にご相談 く だ さ い。

≪お問い合わせ先≫

ト ヨ タHV引取受付センター 　 TEL.  ０１２０ -  ３９ 
サンキュー

- ８１２０
ハイブリッド

受付時間 ： 9:00～12:00 　 13:30～17:00(土日祝日等を除 く )




